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※『マンションサポートちよだ』は、管理組合および管理会社の協力を得て各戸配布できます。

1．防火管理者の選任
　消防法は居住者50人以上（店舗等がある場は居住者
30人以上）の共同住宅は、管理権原者が防火管理者を選
任しなければならないと定めています。分譲マンションの場
合は、区分所有者の代表である管理組合理事長が管理権
原者です。
　管理組合理事長はマンションの管理全般にいて責任を
負っています。居住者の生命、身体、財産に直接関わる防災
についても最終責任者ですが、多忙なこともあり，実務は防
火について基礎知識を学んだ防火管理者に委ねることに
なっています。
　防火管理者の資格には甲種と乙種があり、居住者が300
人以上のマンションは甲種防火管理者の資格が必要です。
居住者が300人未満の場合は、乙種防火管理者でも就任
できます。

（中略）

　防火管理者の資格は、東京消防庁等が実施する防火管
理者講習を受けることで取得できます。講習時間は甲種2日
間（おおむね10時間）、乙種1日（おおむね5時間）で、テキ
スト代等も含め1万円程度の費用がかかります。
　防火管理者資格は、全国どこの消防機関で取得したもの
でも通用します。ただし、5年以上前に資格取得した人が、
マンションの防火管理者となるためには、再講習を受ける必
要があります。
　防火管理者について消防法は〈防火管理業務を適切に遂行
することができる「管理的、監督的地位にあるもの」〉としています。

2．消防計画の作成
　作成例等もとに防火管理者を中心に、管理組合役員や
居住者の皆さんが話し合い、地震災害への備えも含め、消
防・防災についてマンションの総合的な計画を作成すること
もできます。作成した消防計画は所管の消防署に提出をす
るとともに、全居住者に配付し、説明会を開くなどして、区分
所有者・賃貸居住者を問わずマンション内で共通認識を持
ちましょう。
（中略）

5．防火管理者の外部委託
　防火管理者を外部に委託した場合でも、管理組合理事
長が管理権原者として最終責任者であることに変わりませ
んし、高齢者等の避難の手助け等、居住者が共助で行うこ
ともいろいろあります。
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